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第３次男女共同参画基本計画に関する 

施策の評価等について 

（第１４分野）（各府省作成資料） 

 



 
                     府省名：内閣府           

     
第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 

 
（分野名） 第１４分野 地域、防災・環境その他の分野における男女共同参画の推進                       
 
（施策名） １ 地域における男女共同参画推進の基盤づくり                      

ア 男女共同参画局センター・女性センター等の機能の充実・強化                  
 
１ 主な施策の取組状況 

○内閣府において、国の施策についての周知を行うとともに、グループ討議等を通じて他地域の取組や課題

等について認識を深め、各男女共同参画センター等の今後の取組に活用してもらうことなどを目的に、都道府

県・政令指定都市の男女共同参画センター等の管理者等との情報交換会を毎年実施している。 

２ 取組結果に対する評価 

○上記の情報交換会等の開催は、男女共同参画センター等の職員の人材育成やセンターの機能強化に資し

ているとみられる。 

○男女共同参画会議基本問題・影響調査専門調査会「地域経済の活性化に向けた女性の活躍促進につい

て」（平成 26 年４月）においては、以下の課題が指摘されている。 

・男女共同参画センター等では、経済分野における女性の活躍をテーマに各種事業をおこなっているが、経

済産業局、地域金融機関、農林水産団体等と連携した取組は少ない。 

・都道府県において、男女共同参画担当課室の職員数は近年減少しており、男女共同参画センターの予算

も年々減少するなど、推進する体制は弱体化している。 

３ 今後の方向性、検討課題等 

○今後も、男女共同参画センター等の職員の知識の向上、ノウハウの取得等に向けて、研修等の機会の

提供は必要である。 
○地域経済の活性化に向けた女性の活躍促進に関して、男女共同参画センター等については、以下のよ

うな機能を果たすことが求められている。 
・地域における女性の活躍推進の人材発掘・育成の拠点として、企業や地域経済団体、地域金融機関、

農林水産団体等において女性の活躍を推進するキーパーソンの育成、これから企業等の管理職とな

る女性リーダーの育成、女性のニーズに着目した起業家支援等を行う。 
・これらの育成した人材のネットワークを作り、地域における女性の活躍推進の実施主体として事業

を行う。 
・男女共同参画センターにおいて女性の活躍を推進する要員を養成し、これらの養成された者が各企

業や自治会等に出向いて、これまで男女共同参画に係る情報が届きにくい層の住民に向けて講座等

を行うアウトリーチ活動も考えられる。 
・男女別等統計（ジェンダー統計）の手法等も活用し、地域の現状を「見える化」し、関係者の認識

共有のため情報発信していくこと。 
 （男女共同参画会議基本問題・影響調査専門調査会「地域経済の活性化に向けた女性の活躍促進につい

て」（平成 26 年４月）より） 

○男女共同参画の視点からの防災・復興の取組については、男女共同参画センター等の機能の充実・強

化に向けて、政府に、以下の取組が求められている。 
・地方公共団体において男女共同参画センターの平常時及び災害時における役割が明確にされ、セン

ターが男女共同参画の視点からの地域の防災力の推進拠点となることが求められる。そのために

は、モデル事業の実施及びその成果の周知等を通じて、地方公共団体及びセンターに働きかけるこ

とが必要である。 
（男女共同参画会議監視専門調査会「防災・復興における男女共同参画の推進に関する政府の施策の取



組状況についての意見」（平成26年２月）より） 

４ 参考データ、関連政策評価等 

 

 



                     府省名：  文部科学省       
     

第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 
 
（分野名）第１４分野 地域、防災・環境その他の分野における男女共同参画の推進  
 
（施策名） １ 地域における男女共同参画推進の基盤づくり            

ア 男女共同参画センター・女性センター等の機能の充実･強化  
 
１ 主な施策の取組状況 

・独立行政法人国立女性教育会館では、女性関連施設等の機能の充実・強化のため、女性関連施設管理

職・地方公共団体職員・女性団体リーダーを対象に、「女性関連施設・地方公共団体・団体リーダーの

ための男女共同参画推進研修」を実施した。また、女性関連施設の相談員を対象に、女性に対する暴力

や女性の貧困など、喫緊の課題解決に必要な知識・技能習得のための専門的・実践的な研修である「女

性関連施設相談員研修」を実施した。さらに、全国の女性関連施設の施設情報、実施している事業の情

報を一元的に調べることのできる「女性関連施設データベース」を作成し、センター機能を支援してい

る。 

 

２ 取組結果に対する評価 

・男女共同参画センター等の機能の充実に資するものであったと考えられる。 

 

３ 今後の方向性、検討課題等 

・独立行政法人国立女性教育会館では、引き続き、女性関連施設管理職・地方公共団体職員・女性団体

リーダーを対象にとした男女共同参画画推進研修を実施する。また、引き続き、女性関連施設相談員を

対象に研修を実施し、「女性関連施設データベース」の更新・提供を行う。 

 

４ 参考データ、関連政策評価等 

 

 
 



 
                      

                    府省名：内閣府           
     

第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 
 
（分野名） 第１４分野 地域、防災・環境その他の分野における男女共同参画の推進                       
 
（施策名） １ 地域における男女共同参画推進の基盤づくり                      

イ 地域活動が行われている場を活用した男女共同参画の推進                  
 
１ 主な施策の取組状況 

・平成 23 年度に「地域の活力と魅力を生みだす男女共同参画活動事例集」を公表するとともに、地域活動にお

ける女性の参画促進を図ることを目的に、平成 24 年度に「地域における女性の参画状況調査」を行った。 

・平成 23～25 年度に、地域活動を担う様々な主体による連携組織を構成し、地域の課題解決のために男女共

同参画の視点を踏まえて効果的な活動を展開できるよう、課題解決のための検討会とその成果を広く普及す

るための連携支援事業（「地域における男女共同参画連携支援事業」）を実施し、地域における男女共同参画

促進を支援した。 

２ 取組結果に対する評価 

・「地域の活力と魅力を生みだす男女共同参画活動事例集」では 40 事例をホームページ上に掲載した。 

・男女共同参画の視点を踏まえた先進的な地域活動について、地域間で好事例を共有し、他地域への横展開

につなげていくことについては課題となった。 

３ 今後の方向性、検討課題等 

・先進的な取組や好事例について、情報収集・情報発信により、地域における取組を支援することが必要であ

る。 

４ 参考データ、関連政策評価等 

 

 
 



 
                     府省名： 文部科学省       

     
第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 

 
（分野名）第１４分野 地域、防災・環境その他の分野における男女共同参画の推進  
 
（施策名） １ 地域における男女共同参画推進の基盤づくり            

イ 地域活動が行われている場を活用した男女共同参画の推進  
 
１ 主な施策の取組状況 

・文部科学省では、男女共同参画の視点を持ち、地域づくりに参画できる女性人材の育成を支援するた

め、学習プログラムを収集、発信した。 

 

・独立行政法人国立女性教育会館では、女性関連施設における地域における課題解決や実践的活動に関

する先進事例等の情報を収集し、「女性情報ポータル“Winet（ウィネット）”」を通じて、情報提供・共

有を行っている。 

また、女性リーダー等の人材育成のため、女性関連施設管理職・地方公共団体職員・女性団体リーダ

ーを対象に、「女性関連施設・地方公共団体・団体リーダーのための男女共同参画推進研修」を実施し

た。 

 

２ 取組結果に対する評価 

・地域活動が行われている場を活用した男女共同参画の推進に資するものであったと考えられる。 

３ 今後の方向性、検討課題等 

・文部科学省では、引き続き、男女共同参画の視点を持ち、地域づくりに参画できる女性人材の育成の

支援に資する情報をホームページにより発信する。 

 

・独立行政法人国立女性教育会館では、引き続き、女性関連施設における地域における課題解決や実践

的活動に関する先進事例等の情報を収集し、「女性情報ポータル“Winet（ウィネット）”」を通じて、情

報提供・共有を行う。 

また、引き続き、女性関連施設管理職・地方公共団体職員・女性団体リーダーを対象にとした男女共

同参画画推進研修を実施する。 

 

４ 参考データ、関連政策評価等 

 

 

 



 
                      府省名：内閣府           

     
第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 

 
（分野名）第１４分野 地域、防災・環境その他の分野における男女共同参画の推進 
 
（施策名）１ 地域における男女共同参画推進の基盤づくり 

ウ 地域ネットワークの構築の支援 
 

１ 主な施策の取組状況 

・平成 25年度補正予算において、内閣府は、「地域女性活躍加速化交付金」を措置し、地域における関係団体

（地方公共団体、地域経済団体、地域金融機関、男女共同参画センター・女性センター、農業団体、大学、

NPO、地域女性活躍推進組織、地元企業等）のネットワークの構築、連携を促進した。 

・全国的なムーブメントを創出し、地域社会で連携して女性の活躍を応援する体制を整備するため、平成 26 年

３月に総理官邸において「輝く女性応援会議」を開催し、同７月～９月に全国６府県（高知、山形、三重、石川、

佐賀、京都）において地域版「輝く女性応援会議」を開催した。 

・平成 23～25 年度に、地域活動を担う様々な主体による連携組織を構成し、地域の課題解決のために男女共

同参画の視点を踏まえて効果的な活動を展開できるよう、課題解決のための検討会とその成果を広く普及す

るための連携支援事業（「地域における男女共同参画連携支援事業」）を実施し、地域における男女共同参画

促進を支援した。 

２ 取組結果に対する評価 

・「地域女性活躍加速化交付金」により、全国28の地域で関係団体によるネットワークが構築され、他地域にお

いて追随する動きも見られる。 

・一方で、地域ネットワークの構築に向けた支援を必要とする地域、また、構築に向けた動きがまだ見られない

地域も多数ある。 

・男女共同参画の視点を踏まえた先進的な地域活動や好事例を、他地域における横展開につなげていくこと

については課題となっている。 

３ 今後の方向性、検討課題等 

・今後も、交付金事業を通じて、新たなネットワークが構築され、及び、構築されたネットワークが維持され、当

該ネットワークを活用して、地域における男女共同参画・女性活躍推進に向けた取組が継続して行われるよ

う、必要な取組の支援を行っていく必要がある。 

・また、好事例の紹介等により、地域ネットワークの構築が進んでいない地域に対する普及・啓発等を行ってい

く必要がある。 

４ 参考データ、関連政策評価等 

・「地域女性活躍加速化交付金」応募団体総数 72 団体（うち採択数 29 団体（28 地域）） 

 

・「地域における男女共同参画連携支援事業」 

平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

８ ８ ９ 
 

 



 
                     府省名：  文部科学省       

     
第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 

 
（分野名）第１４分野 地域、防災・環境その他の分野における男女共同参画の推進  
 
（施策名） １ 地域における男女共同参画推進の基盤づくり            

ウ 地域ネットワークの構築の支援       
 
１ 主な施策の取組状況 

・独立行政法人国立女性教育会館では、男女共同参画社会の実現に取り組む女性関連施設・地方自治体・

女性団体・高等教育機関・企業の担当者が情報と課題を共有するための男女共同参画推進フォーラムを

実施した。 

 

 

２ 取組結果に対する評価 

・地域ネットワークの構築の支援に資するものであったと考えられる。 

３ 今後の方向性、検討課題等 

・独立行政法人国立女性教育会館では、引き続き、男女共同参画を推進する担当者が情報と課題を共有

するための全国フォーラムを実施する。 

 

 

４ 参考データ、関連政策評価等 

 

 

 
 
 



                
              府省名：内閣府           

     
第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 

 
（分野名） 第１４分野 地域、防災・環境その他の分野における男女共同参画の推進                       
 
（施策名） １ 地域における男女共同参画推進の基盤づくり                      

エ 地方公共団体における男女共同参画の積極的推進                  
 
１ 主な施策の取組状況 

○内閣府において、都道府県・政令指定都市の係長及び係員クラスの職員を対象とした「基礎研修」、都道府

県・政令指定都市の男女共同参画主管課長等を対象とした「政策研修」を毎年実施し、地方公共団体職員等

の理解を深めることにより、地方における男女共同参画行政の推進を支援している。 

２ 取組結果に対する評価 

○研修後の受講者アンケートによれば、研修全体に対する評価は高い。男女共同参画に関する地方公共

団体職員等の理解を深め、また、他の地方公共団体の取組を知る機会にもなっている。 
○男女共同参画会議基本問題・影響調査専門調査会「地域経済の活性化に向けた女性の活躍促進につい

て」（平成 26 年４月）では、下記の課題が指摘されている。 
 ・いまだに男女共同参画計画を策定していない市区町村も多いが、計画の策定は、その策定を通じて、

地域課題の把握、関係者の理解の促進、合意形成を図っていくものであり、その意義は大きいため、

計画未策定の市区町村にあっては、早急に計画策定に取り組むことが求められる。 
３ 今後の方向性、検討課題等 

○今後も、地方公共団体職員を対象とした研修の実施が必要である。 

○研修に参加していない市町村職員等についても情報が共有されるような工夫が必要である。 

○市区町村、特にこれまで未策定の市区町村における早期の男女共同参画計画の策定を支援することによ

り、市区町村における地域課題の把握や関係者の理解の促進、合意形成を図るなど、地方公共団体におけ

る男女共同参画の推進を図る。 

４ 参考データ、関連政策評価等 

・市区町村における男女共同参画計画の策定状況 

48.7

95.1

51.3

4.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

町村（n=930）

市区（n=812）

計画策定済 計画未策定

 

 



 
                     府省名：  文部科学省       

     
第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 

 
（分野名）第１４分野 地域、防災・環境その他の分野における男女共同参画の推進  
 
（施策名） １ 地域における男女共同参画推進の基盤づくり            

エ 地方公共団体における男女共同参画の積極的推進       
 
１ 主な施策の取組状況 

・独立行政法人国立女性教育会館では、地方公共団体職員、地域活動を行うリーダー等の理解促進のた

め、女性関連施設管理職・地方公共団体職員・女性団体リーダーを対象に、「女性関連施設・地方公共

団体・団体リーダーのための男女共同参画推進研修」を実施した。 

 

 

 

２ 取組結果に対する評価 

・地方公共団体における男女共同参画の積極的推進に資するものであったと考えられる。 

３ 今後の方向性、検討課題等 

・独立行政法人国立女性教育会館では、引き続き、女性関連施設管理職・地方公共団体職員・女性団体

リーダーを対象にとした男女共同参画画推進研修を実施する。 

 

 

４ 参考データ、関連政策評価等 

 

 

 
 



 
                     府省名： 内閣府男女共同参画局             

     
第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 

 
（分野名）第１４分野 地域、防災・環境その他の分野における男女共同参画の推進                        
 
（施策名）２ 地域の活動における男女共同参画の推進                      

ア 地域における方針決定過程への女性の参画の拡大                  
 
１ 主な施策の取組状況 

 ・平成 23年１月、日本ＰＴＡ全国協議会、日本商工会議所、全国商工会連合会、全国社会福祉協議 

会に対し、女性の登用状況に応じたポジティブ・アクションの導入と仕事と生活の調和の推進につ

いて要請を行った。 

 ・毎年「女性の政策・方針決定参画状況調べ」を行い、ＰＴＡ、商工会、自治会長、消防団員など各 

種団体等における女性の参画状況を調査し、公表を行った。 

２ 取組結果に対する評価 

 ・ＰＴＡ役員、自治会長、消防団員、商工会役員いずれにおいても女性の参画状況はいずれも１割程

度もしくは１割以下と低調であり、かつ、ほぼ横ばいで推移している。 

 

３ 今後の方向性、検討課題等 

・各種機関・団体・組織に対して「2020 年 30％」の目標の達成に向けて、目標を設定して取組を進

めるよう働きかける。 

・引き続き「女性の政策・方針決定参画状況調べ」の中で、各種団体における女性の割合について調 

査し公表していく 

４ 参考データ、関連政策評価等 

  別添「女性の政策・方針決定参画状況調べ」（内閣府男女共同参画局作成） 
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                     府省名： 内閣府男女共同参画局             

     
第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 

 
（分野名）第１４分野 地域、防災・環境その他の分野における男女共同参画の推進                        
 
（施策名）２ 地域の活動における男女共同参画の推進                      

イ 地域活動への多様な人々の参画促進  
 
１ 主な施策の取組状況 

・ 「男性の地域活動への参画好事例集」の作成 

男性の地域参画等を促進するため、「男性の地域活動への参画好事例集」を作成し、併せて内容を

ホームページにも掲載する等、地域交流や地域で子育てに取り組むこと等の楽しさや重要性につい

て、周知・啓発を行った。 

 

・ 男性の家事・育児参画を地域等で先導するキーパーソンの育成 

働き方の見直しを進め、男性の家事・育児参画を促進するため、地域・企業等において男性の意識

改革や働き方の見直しを先導するキーパーソンを育成する。 

 

２ 取組結果に対する評価 

・ ６歳未満の子どもを持つ夫の育児・家事関連時間等が上昇基調にあることなど、取組の裾野は広が

りつつある。しかしながら、男性の家事・育児参画等の取組状況は成果目標には及ばず、依然として

低水準となっている。 

これらの背景には、男性の固定的性別役割分担意識や長時間労働の問題があると考えられ、現状を

打開するため、こういった意識の解消と、働き方改革の取組を進める必要がある。 

 

３ 今後の方向性、検討課題等 

・ 引き続き、男性の家事・育児や、地域参画の好事例を発信し、また地域等においてキーパーソンに

よる啓発活動を行うことで、男性の地域参画の重要性について理解を促進し、取組の裾野の拡大と深

度化を図る。 

 

４ 参考データ、関連政策評価等 

 

○ ６歳未満の子どもを持つ夫の育児・家事関連時間〔総務省（社会生活基本調査）〕 

  48(H13）、60(H18)、67(H23) 単位：分 

 成果目標 2時間 30 分 

 

 



 
                     府省名： 文部科学省       

     
第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 

 
（分野名）第１４分野 地域、防災・環境その他の分野における男女共同参画の推進  
 
（施策名） ２ 地域の活動における男女共同参画の推進            

イ 地域活動への多様な人々の参画促進           
 
１ 主な施策の取組状況 

・独立行政法人国立女性教育会館では、社会活動を行っている女性を対象に、「地域課題の解決と女性

の経済的自立に関する調査研究及びプログラム開発」を実施した。 

  

 

 

２ 取組結果に対する評価 

・地域活動への多様な人々の参画促進に資するものであったと考えられる。 

３ 今後の方向性、検討課題等 

・独立行政法人国立女性教育会館では、引き続き、調査研究の成果や開発したプログラムについて、ホ

ームページを通じた情報提供を行う。 

 

 

４ 参考データ、関連政策評価等 

 

 



                     府省名：内閣府           
     

第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 
 
（分野名）第１４分野 地域、防災・環境その他の分野における男女共同参画の推進 
 
（施策名）２ 地域の活動における男女共同参画の推進 

ウ 地域ネットワークの構築の支援 
 

１ 主な施策の取組状況 

・平成 25年度補正予算において、内閣府は、「地域女性活躍加速化交付金」を措置し、地域における関係団体

（地方公共団体、地域経済団体、地域金融機関、男女共同参画センター・女性センター、農業団体、大学、

NPO、地域女性活躍推進組織、地元企業等）のネットワークの構築、連携を促進した。 

・全国的なムーブメントを創出し、地域社会で連携して女性の活躍を応援する体制を整備するため、平成 26 年

３月に総理官邸において「輝く女性応援会議」を開催し、同７月～９月に全国６府県（高知、山形、三重、石川、

佐賀、京都）において地域版「輝く女性応援会議」を開催した。 

・平成 23～25 年度に、地域活動を担う様々な主体による連携組織を構成し、地域の課題解決のために男女共

同参画の視点を踏まえて効果的な活動を展開できるよう、課題解決のための検討会とその成果を広く普及す

るための連携支援事業（「地域における男女共同参画連携支援事業」）を実施し、地域における男女共同参画

促進を支援した。 

２ 取組結果に対する評価 

・「地域女性活躍加速化交付金」により、全国28の地域で関係団体によるネットワークが構築され、他地域にお

いて追随する動きも見られる。 

・一方で、地域ネットワークの構築に向けた支援を必要とする地域、また、構築に向けた動きがまだ見られない

地域も多数ある。 

・男女共同参画の視点を踏まえた先進的な地域活動や好事例を、他地域における横展開につなげていくこと

については課題となっている。 

３ 今後の方向性、検討課題等 

・今後も、交付金事業を通じて、新たなネットワークが構築され、及び、構築されたネットワークが維持され、当

該ネットワークを活用して、地域における男女共同参画・女性活躍推進に向けた取組が継続して行われるよ

う、必要な取組の支援を行っていく必要がある。 

・また、好事例の紹介等により、地域ネットワークの構築が進んでいない地域に対する普及・啓発等を行ってい

く必要がある。 

４ 参考データ、関連政策評価等 

・「地域女性活躍加速化交付金」応募団体総数 72 団体（うち採択数 29 団体（28 地域）） 

 

・「地域における男女共同参画連携支援事業」 

平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

８ ８ ９ 
 

 
 



 
                     府省名：  文部科学省       

     
第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 

 
（分野名）第１４分野 地域、防災・環境その他の分野における男女共同参画の推進  
 
（施策名） ２ 地域の活動における男女共同参画の推進            

ウ 地域ネットワークの構築の支援             
 
１ 主な施策の取組状況 

・独立行政法人国立女性教育会館では、男女共同参画社会の実現に取り組む女性関連施設・地方自治体・

女性団体・高等教育機関・企業の担当者が情報と課題を共有するための男女共同参画推進フォーラムを

実施した。  

 

 

２ 取組結果に対する評価 

・地域ネットワークの構築の支援に資するものであったと考えられる。 

３ 今後の方向性、検討課題等 

・独立行政法人国立女性教育会館では、引き続き、男女共同参画を推進する担当者が情報と課題を共有

するための全国フォーラムを実施する。 

 

 

４ 参考データ、関連政策評価等 

 

 

 
 



 
                     府省名：内閣府           

     
第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 

 
（分野名） 第１４分野 地域、防災・環境その他の分野における男女共同参画の推進                       
 
（施策名） ２ 地域の活動における男女共同参画の推進                      

エ 固定的性別役割分担意識解消のための意識啓発                  
 
１ 主な施策の取組状況 

・各界、各層の国民、民間団体、行政機関関係者が一堂に会する連携の場を設け、男女共同参画社会づくり

に向けて、広く気運の醸成を図り、各地域での取組を促進することを目的に、都道府県又は政令指定都市と共

催し、「男女共同参画フォーラム」（年３か所程度）を開催した（～平成25年度）。 

・住民に密接な行政を行っている地方公共団体の更なる施策の推進を促し、男女共同参画社会の実現に向け

ての気運を広く醸成することを目的に、政令指定都市を除く市区町村と共催して「男女共同参画宣言都市奨励

事業」（年６か所程度）を実施した（～平成25年度）。 

 
 
２ 取組結果に対する評価 

・上記事業の開催を通じて、男女共同参画社会づくりに向けて、当該地域における住民等の意識啓発につな

がったと考えられる。男女共同参画宣言都市奨励事業では、内閣府との共催イベント以外に、地方公共団体

が独自に催しを企画し、住民を巻き込んで気運醸成を図るなどの取組も見られた。 

３ 今後の方向性、検討課題等 

・今後も引き続き、地域住民等に対する意識啓発に向けた取組が必要である。 

４ 参考データ、関連政策評価等 

・「男女共同参画フォーラム」 

平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

２ ３ ３ 

・「男女共同参画宣言都市奨励事業」 

平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

５ ６ ５ 

 *25 年度は 6か所の開催であったがうち１か所は中止となった。 

 



 
                     府省名：  内閣府            

     

第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 

 

（分野名） 第 14分野 地域、防災・環境その他の分野における男女共同参画の推進  

 

（施策名）２ 地域の活動における男女共同参画の推進   

エ 固定的性別役割分担意識解消のための意識啓発   

 

１ 主な施策の取組状況 

・各界、各層の国民、民間団体、行政機関関係者が一堂に会する連携の場を設け、男女共同参画社会づ

くりに向けて、広く気運の醸成を図り、各地域での取組を促進することを目的に、都道府県又は政令

指定都市と共催し、「男女共同参画フォーラム」（年３か所程度）を開催した（～平成 25 年度）。 
・住民に密接な行政を行っている地方公共団体の更なる施策の推進を促し、男女共同参画社会の実現に

向けての気運を広く醸成することを目的に、政令指定都市を除く市区町村と共催して「男女共同参画

宣言都市奨励事業」（年６か所程度）を実施した（～平成 25 年度）。 
・男女共同参画に関する国・地方公共団体等の施策を紹介する総合情報誌「共同参画」の発行を行い，

関連団体や地方公共団体等に配布するとともに，ホームペー ジやメールマガジン，Facebook 等によ

る情報発信を行っている。 
・平成 26 年度に地域ぐるみで女性の輝く社会づくりを進めることを目的として「輝く女性応援会議」

を内閣官房・内閣府と都道府県の主催の下、６府県で実施した。 

２ 取組結果に対する評価 

・上記事業の開催を通じて、男女共同参画社会づくりに向けて、当該地域における住民等の意識啓発に

つながったと考えられる。男女共同参画宣言都市奨励事業では、内閣府との共催イベント以外に、地

方公共団体が独自に催しを企画し、住民を巻き込んで気運醸成を図るなどの取組も見られた。 

・会議の参加者は６府県で合計 1500 人程度。また、全国の中央紙・地方紙 71紙にて記事掲載するなど

地方に向けての情報発信が進んだ。 

３ 今後の方向性、検討課題等 

・今後も引き続き、地域住民等に対する意識啓発に向けた取組が必要である。 

・今後も引き続き、男女共同参画に関する国・地方公共団体等の施策の紹介や男女共同参画社会の取組

について各種媒体においてさらなる情報発信を行う。 

 

４ 参考データ、関連政策評価等 

 

 

     



 
                     府省名：内閣府           

     
第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 

 
（分野名） 第１４分野 地域、防災・環境その他の分野における男女共同参画の推進                       
 
（施策名） ３ 男女共同参画の視点に立った地域おこし、まちづくり、観光、文化を通じた地域経済

の活性化等の推進                      
ア 男女共同参画の視点に立った地域おこし等による地域経済の活性化等     

 
１ 主な施策の取組状況 

・男女共同参画会議基本問題・影響調査専門調査会において、地域経済の活性化に向けた女性の活躍促進

について調査・審議を行い、平成26年４月に報告書を取りまとめた。本報告書は、同年４月の男女共同参画会

議に報告され、今後の取組事項として、女性の活躍推進に向けた地域に根差した取組の促進等を決定し

た。 

・企業等における女性の登用や女性の創業等に向けた地域ぐるみの取組の支援として、平成25年度補正

予算において、内閣府は「地域女性活躍加速化交付金」を措置し、地域における関係団体（地方公共団

体、地域経済団体、地域金融機関、男女共同参画センター・女性センター、農業団体、大学、NPO、地域女

性活躍推進組織、地元企業等）のネットワークの構築、連携を促進した。 

・「女性活躍推進モデル事業」として、女性の活躍促進による先進的な事業を地域で行い、地域に及ぼす影

響や課題、効果の把握を行っている（平成25年度～）。 
２ 取組結果に対する評価 

・地域経済の活性化に向け、女性の活躍を実現していくための地域に根差した取組がみられる。 

・「地域女性活躍加速化交付金」により、全国28の地域で関係団体によるネットワークが構築され、他地域にお

いて追随する動きもみられる。一方で、地域ネットワークの構築に向けた支援を必要とする地域、また、構築に

向けた動きがまだ見られない地域も多数ある。 

・今後も引き続き、様々な主体が連携・協力し、地域経済の活性化に向けた女性の活躍推進の取組を進める

必要がある。 

３ 今後の方向性、検討課題等 

・地域の実情に応じた多様な主体の参画による支援ネットワークが全国的に構築されること等により、女性の

活躍による地域経済の活性化を図ることが必要である。 

４ 参考データ、関連政策評価等 

・「地域女性活躍加速化交付金」応募団体総数 72 団体（うち採択数 29 団体（28 地域）） 

・「女性活躍推進モデル事業」は平成 25 年度に６件、平成 26 年度に７件実施。 

 
 
 

 



 
                     府省名： 文部科学省       

     
第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 

 
（分野名）第１４分野 地域、防災・環境その他の分野における男女共同参画の推進  
 
（施策名） ３ 男女共同参画の視点に立った地域おこし、まちづくり、観光、文化を通じた地域経済の

活性化等の推進 
ア 男女共同参画の視点に立った地域おこし等による地域経済の活性化等  

 
１ 主な施策の取組状況 

・文化庁では、男女共に多様な年齢層の参画が促進されるよう配慮しながら、地域の文化活動の振興を

図る様々な取組を行っている。 

 

 

２ 取組結果に対する評価 

・男女共同参画の視点に立った地域おこし等による地域経済の活性化等に資するものであったと考えら

れる。 

３ 今後の方向性、検討課題等 

・2020 年の文化プログラムに向けて、地域の文化活動の振興を図る取組について平成 27 年度概算要求

を行っている。 

 

 

 

 

４ 参考データ、関連政策評価等 

 

 

 
 



 
                     府省名：内閣府           

     
第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 

 
（分野名） 第１４分野 地域、防災・環境その他の分野における男女共同参画の推進                       
 
（施策名） ３ 男女共同参画の視点に立った地域おこし、まちづくり、観光、文化を通じた地域経済

の活性化等の推進                      
イ 地域社会への男女の共同参画の促進     

 
１ 主な施策の取組状況 

○地域における課題解決に向けた主体的な取組を支援するため、各団体等の求めに応じて適切な指導・助言

ができるアドバイザーを派遣することにより、地域における男女共同参画の促進を図っている。 

 

２ 取組結果に対する評価 

○上記事業により、地方公共団体、とりわけ住民に身近な市区町村における、男女共同参画推進の主体的な

取組を促進している。 

○男女共同参画会議基本問題・影響調査専門調査会「地域経済の活性化に向けた女性の活躍促進につい

て」（平成 26 年４月）では、下記の課題が指摘されている。 

 ・いまだに男女共同参画計画を策定していない市区町村も多いが、計画の策定は、その策定を通じて、地域

課題の把握、関係者の理解の促進、合意形成を図っていくものであり、その意義は大きいため、計画未策

定の市区町村にあっては、早急に計画策定に取り組むことが求められる。 

３ 今後の方向性、検討課題等 

○市区町村、特にこれまで未策定の市区町村における早期の男女共同参画計画の策定を支援することによ

り、市区町村における地域課題の把握や関係者の理解の促進、合意形成を図るなど、地域社会への男女共

同参画の促進を図る。 

４ 参考データ、関連政策評価等 

・市区町村における男女共同参画計画の策定状況 

48.7

95.1

51.3

4.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

町村（n=930）

市区（n=812）

計画策定済 計画未策定

 

 
 



                     府省名： 内閣府           
     

第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 
 
（分野名）第 14 分野 地域、防災・環境その他の分野における男女共同参画の推進  
 
（施策名）３ 男女共同参画の視点に立った地域おこし、まちづくり、観光、文化を通じた  

地域経済の活性化等の推進  
イ 地域社会への男女の共同参画の促進  

 
１ 主な施策の取組状況 
・平成 24年４月に施行された改正特定非営利活動促進法（以下、NPO法）において、特定非営利活動法

人（以下、NPO 法人）に対する寄附その他の特定非営利活動への市民の参画を促進するため、NPO 法人

の活動状況に関するデータベースの整備を図り、インターネット等の利用を通じて迅速に情報提供でき

るような必要な措置を講ずる旨の規定がなされたところ。内閣府においては、「NPOホームページ」を運

用し、NPOの解説や NPO法人の活動に関する情報、関連施策等の情報提供を実施。 

・NPO 法人制度や寄附税制等の普及、市民活動行政の促進に向けては、地方自治体、NPO 法人、中間支

援組織等の要請を受け、内閣府から担当職員を講師として派遣し、関連するテーマについて講演を実施。 

・内閣府において、NPO 法人を取り巻く情勢や経済・雇用規模、社会貢献に関する市民の意識・行動等

の実態を把握するため、「特定非営利活動法人に関する実態調査」及び「市民の社会貢献に関する実態

調査」（以下、各調査）を定期的に実施し、公表。 

・NPO 等による地域の絆を活かした共助の活動を推進するため、必要な政策課題の分析と支援策の検討

を行う場として、内閣府経済財政政策担当大臣の下、平成 25 年４月より有識者による「共助社会づく

り懇談会」を開催。 

・平成 23 年度税制改正により、認定 NPO 法人及び仮認定 NPO 法人への寄附について、所得税において

新たに税額控除を導入し、所得控除との選択制とするなど、寄附税制の拡充を実施。 

 

 

 

 

 

２ 取組結果に対する評価 

・NPO 法人数は着実に増加。また、各調査によると、NPO 法人の主な活動分野として「男女共同参画社

会の形成の促進」を挙げる NPO法人が増加しているとともに、「ボランティア活動に対する関心」や「ボ

ランティア活動の経験」がある女性の割合も増加しており、参画促進のための環境整備や支援が進展し

たことによるものと考えられる。 

 

 

 

 

３ 今後の方向性、検討課題等 
・今後も継続的に各調査を実施し、NPO 法人の活動分野やボランティア活動に対する関心等についての

実態把握に努めるとともに、NPO ホームページの運用や講師派遣を通じて、NPO 法人制度や関連施策等

に関する情報提供を実施していく。 

・引き続き寄附税制の普及・啓発に取り組む。 

 

 

 

 



４ 参考データ、関連政策評価等 
○NPO法人数 

 平成 22年度末：42,385 法人 平成 25 年度末：48,985法人 

 

○講師派遣件数（NPO 法改正後） 

 平成 24年度：27件 平成 25 年度：24 件 

 

○主な活動分野が「男女共同参画社会の形成の促進」と答えた NPO法人の割合 

 平成 23 年度 平成 25年度 

認定を受けていない法人 8.4 ％ 9.0 ％ 

認 定 法 人 5.2 ％ 11.6 ％ 

（出典）内閣府「特定非営利活動法人に関する実態調査」により作成 

 

○ボランティア活動に対する関心や活動の経験がある女性の割合 

 平成 23 年度 平成 25年度 

活動に対する 

関心がある※ 

男 性 55.0 ％ 53.1 ％ 

女 性 59.9 ％ 62.7 ％ 

活動の経験がある 
男 性 26.4 ％ 33.9 ％ 

女 性 26.9 ％ 36.0 ％ 

※平成 23年度は、「関心がある」及び「多少関心がある」と答えたものを合算した割合。 

（出典）内閣府「市民の社会貢献意識に関する実態調査（平成 23年度）」及び「市民の社会貢献に関す

る実態調査（平成 25 年度）」により作成 

 

 

 

 

 



               
 

                     府省名：内閣府           
     

第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 
 
（分野名）第１４分野 地域、防災・環境その他の分野における男女共同参画の推進  
 
（施策名）４ 防災における男女共同参画の推進  

ア 防災分野における女性の参画の拡大  
 
１ 主な施策の取組状況 

・男女共同参画会議監視専門調査会は、平成 24年９月から防災・復興における男女共同参画の推進につき監

視を行い、同年 12月に「第３次男女共同参画基本計画の実施状況についての意見（「防災・復興における男女

共同参画の推進」について）」を取りまとめた。さらに、平成 25 年５月から、同意見のフォローアップとして、検討

を行い、平成 26 年２月に「防災・復興における男女共同参画の推進に関する政府の施策の取組状況について

の意見」を取りまとめ、同年４月に開催された男女共同参画会議に報告した。男女共同参画会議は、防災に係

る政策・方針決定過程への女性の参画拡大の一層の推進等を決定した。 

・平成 25 年５月に、東日本大震災等の対応における経験を基に、男女共同参画の視点から、必要な対策・対

応について、予防、応急、復旧・復興等の各段階において地方公共団体が取り組む際の指針となる基本的事

項を示す「男女共同参画の視点からの防災・復興の取組指針」を作成した。 

２ 取組結果に対する評価 

・都道府県防災会議の女性委員の割合は、平成 23 年４月には 3.6％であったが、平成 25 年 12 月には 11.8％

と増加し、女性委員のいない都道府県防災会議の数は、平成 25 年４月に初めてゼロとなった。 

３ 今後の方向性、検討課題等 

・都道府県防災会議について、災害対策基本法第 15 条第５項第８号の活用だけでなく、同条同項第５号及び

第７号を活用し女性委員の割合が少なくとも 30％となるよう、女性委員の割合が高い都道府県の事例の提供

と併せて、周知していくことが必要である。 

・市町村防災会議については、都道府県防災会議の最近の動向や女性を積極的に登用している市町村の事

例について情報提供を行うなどにより、女性委員の割合を高め、早期に、女性委員のいない市町村防災会議

の数をゼロとするよう、都道府県の協力も得て、働きかけることが必要である。このため、都道府県防災会議と

同様、市区町村防災会議の女性割合の状況を、毎年把握することが必要である。 

（男女共同参画会議監視専門調査会「防災・復興における男女共同参画の推進に関する政府の施策の取

組状況についての意見」（平成 26 年２月）より） 

４ 参考データ、関連政策評価等 

・都道府県防災会議の委員に占める女性の割合 

   
 23 年 4 月 24 年 4 月 25 年 4 月 25 年 12 月 

女性委員の割合 3.6％ 4.6％ 10.7％ 11.8％ 

女性委員のいない防災会議の数 12 7 0 0 

 

 

 



 
                     府省名：内閣府             

     
第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 

 
（分野名）第１４分野 地域、防災・環境その他の分野における男女共同参画の推進         
 
（施策名）４ 防災における男女共同参画の推進      

ア 防災分野における女性の参画の拡大 
 
１ 主な施策の取組状況 
○平成 24 年の災害対策基本法の改正（平成 24 年法律第 41 号）において、地方防災会議の委員として

学識経験者（大学教授等の研究者のみならず、女性を含むものである）を追加し、防災に関する政策・

方針決定過程において多様な主体の参画を拡大した。 

○地域防災計画の指針となる防災基本計画に、地域の防災に関する政策・方針決定過程及び防災の現場

における女性等の参画を拡大し、男女共同参画などの多様な視点を取り入れた防災体制の確立を位置付

けているところ。 

○都道府県地域防災計画の修正の機会において、防災基本計画に基づき、男女共同参画などの多様な視

点を取り入れた防災体制の確立について地域防災計画に反映されるよう、東日本大震災の経験も踏ま

え、都道府県への要請を推進。 

２ 取組結果に対する評価 

○平成 24年に改正された災害対策基本法の規定を活用し、女性委員のいない都道府県防災会議の数は、

平成 21 年には 13 あったのに対し、平成 25 年には０となり、防災に関する政策・方針決定過程にいて

女性等の参画が拡大された。 

 

３ 今後の方向性、検討課題等 

○引き続き、男女共同参画の視点が地域防災計画に反映されるよう都道府県に要請していく。 

４ 参考データ、関連政策評価等 

○女性委員のいない都道府県防災会議の数は「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性

に関する施策の推進状況調査」より 

 

 



 
                     府省名：総務省             

     
第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 

 
（分野名）第１４分野 地域、防災・環境その他の分野における男女共同参画の推進         
 
（施策名）４ 防災における男女共同参画の推進      

ア 防災分野における女性の参画の拡大 
 
１ 主な施策の取組状況 

○平成 24 年の災害対策基本法の改正（平成 24 年法律第 41 号）において、地方防災会議の委員として

学識経験者（大学教授等の研究者のみならず、女性を含むものである）を追加し、防災に関する政策・

方針決定過程において多様な主体の参画を拡大した。 

○地域防災計画の指針となる防災基本計画において、地域の防災に関する政策・方針決定過程及び防災

の現場における女性等の参画を拡大し、男女共同参画などの多様な視点を取り入れた防災体制を確立す

る必要があるとされていることを踏まえ、地域防災会議への女性委員の積極的な登用など「防災におけ

る男女共同参画の推進」に適切に取り組むよう、各都道府県に通知を発出している。 

 

 

 

２ 取組結果に対する評価 

○平成 24年に改正された災害対策基本法の規定を活用し、女性委員のいない都道府県防災会議の数は、

平成 21 年には 13 あったのに対し、平成 25 年には０となり、防災に関する政策・方針決定過程にいて

女性等の参画が拡大された。 

 

３ 今後の方向性、検討課題等 

○引き続き、男女共同参画の視点が地域防災計画に反映されるよう都道府県に要請していく。 

４ 参考データ、関連政策評価等 

○女性委員のいない都道府県防災会議の数は「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性

に関する施策の推進状況調査」より 

 

 



                     府省名：内閣府           
     

第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 
 
（分野名）第１４分野 地域、防災・環境その他の分野における男女共同参画の推進  
 
（施策名）４ 防災における男女共同参画の推進  

イ 防災の現場における男女共同参画  
 
１ 主な施策の取組状況 

・東日本大震災を受け、内閣府男女共同参画局職員を被災地に派遣するとともに、避難所等での生活に関し

女性のニーズを踏まえた災害対応について関係機関に依頼・働きかけを行った。 

・男女共同参画会議監視専門調査会は、平成 24年９月から防災・復興における男女共同参画の推進につき監

視を行い、同年 12月に「第３次男女共同参画基本計画の実施状況についての意見（「防災・復興における男女

共同参画の推進」について）」を取りまとめた。さらに、平成 25 年５月から、同意見のフォローアップとして、検討

を行い、平成 26 年２月に「防災・復興における男女共同参画の推進に関する政府の施策の取組状況について

の意見」を取りまとめ、同年４月に開催された男女共同参画会議に報告した。男女共同参画会議は、防災に係

る政策・方針決定過程への女性の参画拡大の一層の推進等を決定した。 

・平成 25 年５月に、東日本大震災等の対応における経験を基に、男女共同参画の視点から、必要な対策・対

応について、予防、応急、復旧・復興等の各段階において地方公共団体が取り組む際の指針となる基本的事

項を示す「男女共同参画の視点からの防災・復興の取組指針」を作成した。 

・平成 26 年度に、上記取組指針を踏まえ、男女共同参画センター等が中心となり、地域の実情に合わせた男

女共同参画の視点からの防災・復興のモデル的な取組を実施し、その効果や課題を明らかにする「地域防災

における男女共同参画の推進事業」を実施している。 

 

２ 取組結果に対する評価 

・東日本大震災以降に地域防災計画の見直しが行われ、男女のニーズの違い等への配慮についても記載して

いるところが多い。 

・一方で、男女共同参画の視点からの防災・復興の取組が進められていない地域も多くある。 

３ 今後の方向性、検討課題等 

・地方公共団体においては、「男女共同参画の視点からの防災・復興の取組指針」を活用し、地域防災計画や

避難所運営マニュアル等の作成と見直し、独自の指針やマニュアル等の作成を行い、平常時から男女共同参

画の視点からの防災・復興体制を整備するとともに、災害が発生した場合には男女共同参画の視点から必要

な対応を行うことが必要である。 

 

４ 参考データ、関連政策評価等 

・「地域防災における男女共同参画の推進事業」は平成 26 年度に８件実施。 

 

 



 
                                    府省名：内閣府        

     
第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 

 
（分野名）第１４分野 地域、防災・環境その他の分野における男女共同参画の推進 
 
（施策名）４ 防災における男女共同参画の推進    

イ 防災の現場における男女共同参画  
 
１ 主な施策の取組状況 

○ 平成 25 年６月の災害対策基本法の改正（平成 25 年法律第 54 号）において、新たに避難所等にお

ける生活環境の整備等に取り組むよう努力義務が課されたことを受け、市町村がその取組を進めるた

めの参考となるよう、男女共同参画の視点も盛り込んだ「避難所における良好な生活環境の確保に向

けた取組指針」を内閣府において同年８月に策定した。 

２ 取組結果に対する評価 

○ 本取組指針の中に、「女性に配慮し、生理用品を備蓄しておくこと」、「避難所運営組織において、

女性が責任者に加わり、女性に必要な物資や衛生・プライバシー等に関する意見を反映させるように

すること」、「相談窓口には女性を配置することが適切であること」等の防災における男女共同参画の

推進に関する事項を具体的に盛り込み、各都道府県等に本取組指針の活用を周知した。 

３ 今後の方向性、検討課題等 

○ 避難所等における生活環境の整備等が災害対策基本法に規定されて１年がたつことを踏まえ、平成

26年度において、避難所の運営等に関する実態調査を行い、その中で男女共同参画に関する事項につ

いても把握する予定。 

 

４ 参考データ、関連政策評価等 

 

 

 



 
                     府省名： 警察庁      

第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 
 
（分野名）第 14 分野 地域、環境・防災その他の分野における男女共同参画の推進  
 
（施策名）４ 防災における男女共同参画の推進   

イ 防災の現場における男女共同参画  
 
１ 主な施策の取組状況 

・ 各都道府県警察では、女性警察官の採用・登用拡大に関する計画をそれぞれ策定し、女性警察官の

採用拡大や登用分野の拡大に努めている。 

・ 平素から男女の別なく災害対応に関する教養や訓練等を実施し、職業能力の向上について配慮して

いる。 

・ 警察庁では、東日本大震災の被災地において、避難所や仮設住宅での生活が長期間にわたることか

ら生じる様々な問題を解消し、被災者の安全・安心を確保するため、女性警察官等が避難所を訪問し

て、被災者からの相談に対応するなど、支援活動を行った。 

 

 

 

２ 取組結果に対する評価 

・ ここ数年、毎年 1,000人を超える女性警察官を採用しており、女性警察官数は年々増加している。

また、その登用も、あらゆる分野に拡大したといえる。 

・ 非常参集訓練等の訓練を、男女の別なく実施した。 

・ こうした活動を実施するに当たり、全国の警察から女性警察官を中心とする部隊を編成し、延べ 165

日間にわたり、合計 754人（うち女性 492人）の職員を岩手県、宮城県及び福島県に派遣した。 

３ 今後の方向性、検討課題等 

・ 女性警察官が平成 35年におおよそ 10％程度となるよう採用拡大を推進していく。 

・ 今後も継続的に、男女の別なく災害対応に当たる者の職業能力の向上に配慮する。 

・ 引き続き、災害時においては防災現場に女性が十分配置されるよう留意する。 

 

 

４ 参考データ、関連政策評価等 

女性警察官の推移 

   

 



 
                     府省名：総務省             

     
第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 

 
（分野名）第１４分野 地域、防災・環境その他の分野における男女共同参画の推進  
 
（施策名）４ 防災における男女共同参画の推進  

イ 防災の現場における男女共同参画  
 
１ 主な施策の取組状況 
 ・ 消防庁では、平成１６年の通知で各消防本部等に対し、 
   ① 消防組織における女性消防吏員の更なる積極的採用の推進 
   ② 警防業務、予防業務、救急業務など幅広く従事できるよう職域の拡大の推進 
   ③ 警防業務を含む消防活動において基本的に女性は男性と同様に活動できることを周知 
   ④ 仮眠室やトイレ等環境の整備の推進 
  等について積極的な取組を要請しており、以降、当該通知に基づき各消防本部等において、女性消

防吏員の職域拡大、施設整備等の取組推進に努めている。 
 ・ 平成２５年度には「消防学校における女性専用施設等の整備状況に係る調査」を実施し、各消防

学校における女性専用施設等の整備状況を調査。その結果を各都道府県防災主管課等へ情報提供す

るとともに、引き続き、女性がその能力を発揮できる環境整備に配慮するよう要請（平成２５年１

１月２２日）。 

２ 取組結果に対する評価 

・ 近年は、年平均１８０人程度のペースで増加しており、消防職員全体に占める女性の割合は平成

２２年度の２．２％から平成２５年度の２．６％へ上昇している。 
・ 一方、災害現場での活動を主とする２４時間の交替制勤務者が全体の８割を占める等の消防職場 

の特殊性などの制約もあり、飛躍的な増加には至っていない。 

３ 今後の方向性、検討課題等 

・今後、女性消防職員の採用、職域、登用の促進のため、改めてハード・ソフト両面から詳細な調

査等を行い、女性消防職員が自らの能力を発揮できる職場・働き続けられる職場の環境を整備する方

策等について検討予定。 

４ 参考データ、関連政策評価等 

  《女性消防職員数の推移》 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 （出典）「消防防災・震災対策現況調査」により作成 
 
 

計 男 女

平成21年 158,327 154,842 3,485 2.2%

平成22年 158,809 155,163 3,646 2.3%

平成23年 159,354 155,548 3,806 2.4%

平成24年 159,730 155,778 3,952 2.5%

平成25年 160,392 156,268 4,124 2.6%

消防職員数 女性の
割合

（単位：人） 



 
                     府省名： 総務省消防庁        

     
第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 

 
（分野名）第１４分野 地域、防災・環境その他の分野における男女共同参画の推進 
 
（施策名） ４ 防災における男女共同参画の推進    

イ 防災の現場における男女共同参画   
 
１ 主な施策の取組状況 

 

イ 防災の現場における男女共同参画 

・女性消防団員のいない市町村に対して積極的な取組を求めるとともに，様々な媒体を通じて，消防団

への参加を呼びかける広報を行う。さらに，意見交換会や交流を通じて女性消防団員相互の連携を深め

るため，全国女性消防団員活性化大会の開催、女性団員等の消防技術向上と士気の高揚を図り、もって

地域における消防活動の充実に寄与することを目的とする全国女性消防操法大会を開催する。 

・消防庁より、各都道府県知事、各指定都市市長あてに、積極的な女性の消防団への加入促進について

通知した。(平成 26年７月) 

 

２ 取組結果に対する評価 

 

イ 防災の現場における男女共同参画 

・女性消防団員数は、平成 25年 4月 1日現在、10年前の平成 15年 4月 1日現在の 12,440人に比べ 8,345 

人、67.1％増えて、20,785人となっており、団員総数が減少する中、その数は年々増加している。 

３ 今後の方向性、検討課題等 

イ 防災の現場における男女共同参画 

・女性消防団員がいる消防団は全消防団の 59.4％にとどまっている。近年、火災予防の啓発や応急手当

指導等の女性消防団員の役割は益々高まってきており、平成 26 年８月豪雨に伴う広島市での土砂災害

においても、広島市の女性消防団員が避難所の運営支援活動等に従事し、高い評価を受けた。消防審議

会の中間答申でも示されたように、女性消防団がいない消防団では今後入団に向けた積極的な取組が必

要である。 

４ 参考データ、関連政策評価等 

 

  21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 

女性消防団員数(人) 17,879  19,043  19,577  20,109  20,785  

対前年増減比(人) 1,180 1,164 534 532 676 

全消防団の中で、女性消防団

員がいる消防団の割合(％) 
49.4 52.5 54.7 57.1 59.4 

(出典 消防白書) 
     

 

 



 
                                    府省名：総務省        

     
第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 

 
（分野名）第１４分野 地域、防災・環境その他の分野における男女共同参画の推進 
 
（施策名）４ 防災における男女共同参画の推進    

イ 防災の現場における男女共同参画  
 
１ 主な施策の取組状況 

○ 平成 25 年６月の災害対策基本法の改正（平成 25 年法律第 54 号）において、新たに避難所等にお

ける生活環境の整備等に取り組むよう努力義務が課されたことを受け、市町村がその取組を進めるた

めの参考となるよう、男女共同参画の視点も盛り込んだ「避難所における良好な生活環境の確保に向

けた取組指針」が内閣府において同年８月に策定された。これを受けて、各都道府県を対象に説明会

を実施した。 

２ 取組結果に対する評価 

○ 本取組指針の中に、「女性に配慮し、生理用品を備蓄しておくこと」、「避難所運営組織において、

女性が責任者に加わり、女性に必要な物資や衛生・プライバシー等に関する意見を反映させるように

すること」、「相談窓口には女性を配置することが適切であること」等の防災における男女共同参画の

推進に関する事項が具体的に盛り込まれ、説明会等を通じ周知が図られた。 

３ 今後の方向性、検討課題等 

○ 引き続き、防災の現場における男女共同参画の推進が図られるよう要請していく。 

 

 

４ 参考データ、関連政策評価等 

 

 

 



 
      府省名：  文部科学省       

     
第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 

 
（分野名）第１４分野 地域、防災・環境その他の分野における男女共同参画の推進  
 
（施策名） ４ 防災における男女共同参画の推進            

イ 防災の現場における男女共同参画         
 
１ 主な施策の取組状況 

・独立行政法人国立女性教育会館では、全国の女性関連施設等と連携して、女性の視点からの災害復興

支援活動の記録である NWEC 災害復興支援女性アーカイブを構築・公開し、女性関連施設等による復興

支援を通じた地域コミュニティ再生実践の記録を収集・保存している。 

 

２ 取組結果に対する評価 

・防災の現場における男女共同参画に資するものであったと考えられる。 

３ 今後の方向性、検討課題等 

・独立行政法人国立女性教育会館では、引き続き、全国の女性関連施設等と連携して、NWEC 災害復興支

援女性アーカイブの充実を図る。 

 

 

４ 参考データ、関連政策評価等 

 

 

 
 



                          府省名：  外務省       
 

第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 
 
（分野名）第１４分野 地域，防災・環境その他の分野における男女共同参画の推進  
 
（施策名）４ 防災における男女共同参画の推進  

ウ 国際的な防災協力における男女共同参画等  
 
１ 主な施策の取組状況 

 
ウ 国際的な防災協力における男女共同参画等 
 我が国は，「防災協力イニシアティブ」（平成 17 年 1月）に基づき，ODA を通じて防災分野における開発途

上国の自助努力を支援している。同イニシアティブの基本方針において，ジェンダーの視点への配慮につ

いても明記している。 
「II 基本方針 3． ジェンダーの視点 
政策決定への参画，経済社会活動への参加，情報へのアクセスといった様々な面で男女格差が存在す

るために，女性は災害時に特に被害を受けやすい。したがって，防災協力の全ての側面においてジェンダ

ーの視点に立った支援を行う。」 
 

２ 取組結果に対する評価 

 
ウ 国際的な防災協力における男女共同参画等 
 「防災協力イニシアティブ」の下で防災分野の支援額，及び ODA 総額に占める割合は増加しており，予防

分野に限れば，経済協力開発機構開発援助委員会（DAC）加盟国及び国際機関の支援合計の 33％
（2005-2011 計）を占め，最大である。 

３ 今後の方向性、検討課題等 

 
ウ 国際的な防災協力における男女共同参画等 
 我が国は，東日本大震災を経験するなど，先進国では数少ない災害大国であり，災害に関する多くの知

見と教訓を有している。今後も引き続き，防災の主流化を主導していく。 
 また，2015 年 3 月に仙台で開催される第 3 回国連防災世界会議では，各国・国際機関からのハイレベル

の参加を得て，女性の観点も含め我が国の経験を世界と共有しつつ，防災分野の新しい枠組を作り上げ

たいと考えている。 
 

４ 参考データ、関連政策評価等 

 

 



 
                     府省名：  文部科学省       

     
第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 

 
（分野名）第１４分野 地域、防災・環境その他の分野における男女共同参画の推進  
 
（施策名） ５ 男女共同参画の視点に立った環境問題への取組の推進        

ア 環境分野における女性の参画の拡大             
 
１ 主な施策の取組状況 

・文部科学省では、環境教育など、行政だけではなく地域やＮＰＯ等の民間が主体となって課題解決に

取り組むべき重要なテーマを指定して、地域の課題解決につながる仕組みづくりのための実証的共同研

究を行い、地域が課題を解決する力の強化を図った。また、環境保全などの地域における様々な現代的

課題に対し、地域に蓄積したソーシャル・キャピタル（社会関係資本）である公民館等が、関係諸機関

と連携・協働して実施する先進的な取組を支援した。 

 さらに、企業や家庭などに自然体験活動等の理解を求めていくための普及啓発を実施した。また、（独）

国立青少年教育振興機構において、民間団体が実施する様々な自然体験等の体験活動等に対する助成を

行うとともに、国立青少年教育施設における教育事業として自然体験活動を実施し、体験活動等を通じ

た環境教育を推進した。 

 加えて、家庭教育においては、自然や環境を大事にする心を育てることなどを盛り込んだ家庭教育の

ヒント集としての家庭教育手帳を文部科学省ホームページに掲載し、広く国民に情報提供を行った。ま

た、全国の教育委員会やＰＴＡ、子育て支援団体等における家庭教育に関する学習機会等での活用を促

した。 

 

  

２ 取組結果に対する評価 

・男女共同参画の視点に立った環境問題への取組の推進に資するものであったと考えられる 

３ 今後の方向性、検討課題等 

・地域が抱える様々な現代的課題について、多様な主体が連携・協働して解決を図る取組を促進するこ

とが重要。この中で、多くの地域で環境に関する学習や活動が行われており、引き続きこのような地域

の取組を推進するとともに、これを周知し、普及を図ることにより、さらに全国各地の取組を促すこと

が必要である。 

 また、自然体験をする機会を拡大するため、自然体験活動等の理解を求めていくための普及啓発の実

施や民間団体が行う自然体験活動等に関する事業に対する助成、国立又は公立青少年教育施設の利用の

促進に向けた施策を、引き続き実施することが必要である。 

 さらに、家庭において自然や環境を大事にする心を育てることが重要であり、引き続き家庭教育手帳

を文部科学省ホームページで情報提供を行うとともに、関係団体等における家庭教育に関する学習機会

等での活用促進を図ることが必要。 

 

４ 参考データ、関連政策評価等 

 

 
 



 
                                             府省名：環境省 

     
第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 

 
（分野名）第１４分野 地域、防災・環境その他の分野における男女共同参画の推進 
 
（施策名）５ 男女共同参画の視点に立った環境問題への取組の推進。 

ア 環境分野における女性の参画の拡大     
 
１ 主な施策の取組状況 

ＮＧＯ、ＮＰＯ等の活動の支援等を図るため、地球環境パートナーシッププラザ／地方環境パートナ

ーシップオフィスのホームページ等による情報提供や交流のための場の提供等を実施。 

環境パートナーシップの形成については、地球環境パートナーシッププラザ／地方環境パートナーシッ

プオフィスの活性化を通じ、パートナーシップについての理解が各主体に広がり、地域でのパートナー

シップ促進の取組を展開・支援する素地が形成された。 

 

２ 取組結果に対する評価 

環境保全活動を行う、また関心を持つ団体等によるホームページのアクセス数も増加していることか

ら、取組の効果が表れていると評価できる。 

 

３ 今後の方向性、検討課題等 

持続可能な社会の実現に向けた、関係主体間の理解の共有等のため、地球環境パートナーシッププラ

ザ／地方環境パートナーシップオフィスを拠点とし、効率的なパートナーシップ実現のため取組を更に

展開していく。 

 

４ 参考データ、関連政策評価等 

・環境パートナーシッププラザ、ホームページアクセス件数（単位：万件） 

H23：65,768、H24：227,787、H25：302,959 

・環境らしんばん登録団体数（単位：団体） 

H23 1,305、H24 1,370、H25 1,411 

・地球環境パートナーシッププラザ、メールマガジン配信数（単位：人） 

H23：3,617、H24：4,625 H25：4、959 

 



 
                     府省名：環境省           

     
第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 

 
（分野名）第１４分野 地域、防災・環境その他の分野における男女共同参画の推進                 
 
（施策名）５ 男女共同参画の視点に立った環境問題への取組の推進                        

ア 環境分野における女性の参画の拡大                   
 
１ 主な施策の取組状況 

地域において環境保全に取り組む人材の活用を支援するため、市民・ＮＧＯ／ＮＰＯ・事業者などが

行う環境保全活動に対して、環境保全及び環境保全活動に関する知識の付与並びに環境保全活動に関す

る助言又は指導を行う者のうち、適切な能力・識見等を有する者として広く国民に対し推奨すべき者を

登録する環境カウンセラー登録制度を運用。 

 

２ 取組結果に対する評価 

・地域において環境保全に取り組む人材の活用促進が図られている。 

・環境分野における新たな活躍機会の創出により、女性の活躍の場の拡大にも寄与している。 

   

３ 今後の方向性、検討課題等 

・更なる人材の充実を図るため登録者数を増やす。 

・また、環境カウンセラーに対する研修等の実施により、人材の質の維持向上を図る。 

 ・今後の課題として、登録された人材の十分な活用が図られていないため、地域での積極的な 

人材活用を図るため、人材のマッチング支援などを検討する。 

４ 参考データ、関連政策評価等 

・環境カウンセラー登録者数（平成 26年度 4月現在） 

平成 26年度登録者数：3,845名（事業者部門 2,143名 市民部門 1,702名） 

※平成 26年度現在、登録者のうち女性は 543名 

 



 
                     府省名： 文部科学省       

     
第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 

 
（分野名）第１４分野 地域、防災・環境その他の分野における男女共同参画の推進  
 
（施策名） ５ 男女共同参画の視点に立った環境問題への取組の推進        

イ 国際的な対応                       
 
１ 主な施策の取組状況 

・2002（平成 14）年の「持続可能な開発に関する世界首脳会議」（ヨハネスブルグ・サミット）におい

て日本の NGOと日本政府が提案し、同年の国連総会で採択された「国連持続可能な開発のための教育の

10年（2005 年～2014年）」については、「持続可能な開発のための教育」（ESD）に関係する 11府省によ

り構成される「国連持続可能な開発のための教育の 10 年」関係省庁連絡会議において「我が国におけ

る『国連持続可能な開発のための教育の 10 年』実施計画（ESD 実施計画）」を策定し、男女共同参画の

推進を含む持続可能な開発の観点から国内での ESDの取組を推進した。 

 

２ 取組結果に対する評価 

・平成 23年 6月には、内閣官房、外務省、文部科学省、環境省等において、「国連持続可能な開発のた

めの教育(ESD）の 10 年」関係省庁連絡会議を開催し、「我が国における『国連持続可能な開発のための

教育の 10年』実施計画（ESD実施計画）」を改訂した。 

また、「国連 ESDの 10 年」の最終年である平成 26年 11月に日本政府とユネスコの共催で ESDに関す

るユネスコ世界会議を我が国において開催した。 

さらに、ESD の推進拠点として位置づけているユネスコスクールの加盟校数増加やそのネットワーク

の強化、ESD に関する研修会の開催、教材や優良事例の作成など、男女共同参画の推進を含む持続可能

な開発のための教育（ESD）への取組の推進に資するものであったと考えられる。 

（ユネスコスクールの加盟校数） 

平成 21年 9月：106 校 

平成 26年 10月：807 校 

 

３ 今後の方向性、検討課題等 

・「国連 ESD の 10年」の後継プログラムとして、平成 25 年 11月にユネスコ総会で採択された「ESD に

関するグローバル・アクション・プログラム（GAP）」の具体的な実施に向けて、今後も ESDを推進する。 

 

４ 参考データ、関連政策評価等 
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